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*それまで使用した減価償却後の中古価格 

消費税は 
どうなる 
　弱中年層だ

けの負担で高齢者の生活

を支えるという年金よりも、

すべての世代で負担する消費

税のほうが公平感はあるとい

う意見は、ある程度理解でき

ます。それに、汗水たらして

働いた給料から所得税を取ら

れる悔しさより、買い物する

時に今までより多く払う負担

感のほうが、感じにくいよう

な気もします。でも、大きな

問題は、上がるのは消費税だ

けではないということです。 

その代表格は、個人の住民税

と所得税を最大２９万円低く

してきた「定率減税」をなく

そうとしていることです。こ

れには「事実上サラリーマン

増税だ」という非難の声が高

くなっています。他にも、ビ

ールよりも酒税が低いことで

安価を実現していた「第３の

ビール」も増税のターゲット

になっています。メーカーの

研究開発や庶民の安価な楽し

みも無にしようとしています。 

　このように政府は今あの手

この手で増税を考え中なのです。

どれもこれも「取りやすいと

ころから取る」という印象が

ぬぐえず、怒りを覚えるとい

う人もいるはずです。北欧の

ように消費税２０％以上とい

う負担をしてまでも社会保障

の為ならしょうがないと思え

るのか、ここでもう一度考え

るべきなのではないでしょう

か？ 

対物超過修理費 
特約って？ 
　対物事故でお客さまが加害

者になったとき、相手への補

償は対物賠償保険でお支払い

します。しかし、お支払いで

きる保険金は、相手自動車の

時価額*が限度になります。相
手が古い車を愛着をもって大

切に乗っているような方の場合、

修理費が時価額を超えてしま

うケースも少なくありません。

その場合、不足分をめぐって

トラブルになることがよくあ

ります。差額分をお客様が自

己負担せざるを得ないという

こともでてくるわけです。 

　このように相手の車の修理

費用が時価額以上となった場

合に、その差額分に過失割合

を乗じた金額を５０万円を限

度に支払うというのが、「対
物超過修理費特約」です。こ
れは対物賠償を無制限にして

いた場合でも、補償されない

部分です。 

　詳しいことはお問合せくだ

さい。 

病気と天気の 
不思議な関係 
　国内外において、大型台風・

ハリケーンの襲

来や過去に例

を見ない集

中豪雨によ

る甚大な被

害が報告さ

れているよ

うに、私た

ちの暮らしは

気象に大きな影

響を受けています。また、健

康に関心が高まってきている

昨今、季節や天気と健康との

関わりへの配慮が注目されて

きています。 

　すでにお馴染みなのが春先

の花粉情報。最近はオゾン層

の破壊が進んで、紫外線の害

による皮膚がんの危険性が高

まっており、また美容に役立

てたいと携帯電話やインター

ネット等の紫外線情報が人気

を集めています。気象と健康

の因果関係には個人差があり、

必ずしもすべての人にあては

まるわけではありません。し

かし昔から「古傷が疼くと天

気が崩れる」と言われてきま

したし、気温が下がると脳溢

血や心臓発作が起きやすく、

低気圧が近づくと喘息発作が

起きやすくなる等医学的にも

裏付けられています。また、

冬にインフルエンザが流行し、

夏には熱中症の危険性が高

くなることは皆さんご存

知のとおりです。 


